
LADOT TITLE VI POLICY 
(LADOT タイトルVI政策) 

ロサンゼルス市運輸局 (LADOT)は補正法案1964年公民権法タイトルVI章にもとづ

き、連邦政府の全規定に遵守しています。LADOT では、人種や肌の色または出身

国などを理由に人々がサービスを受けられない、あるいはその利益を拒否される

人がないことを確約しています。

人種や肌の色または出身国を理由に、個人もしくは特定階級の一員として差別の

対象となったと考える場合は、LADOT にてタイトルVI章に対する訴状を提出する

ことができます。

その場合、差別を受けたと考えるその日から180日以内に訴状を提出する必要が

あります。正式に訴える場合は、苦情申立書をウェブサイトからダウンロードする
か、またはLADOT Transit Store, 201 N. Los Angeles St, Space 16, Los 
Angeles, CA 90012 にて入手してください。訴状は下記住所に郵送してください。

Title VI Liaison 

LADOT Transit Bureau 

100 S. Main Street, 10th Floor 

Los Angeles, CA, 90012 

また、メールやお電話にてお知らせいただくことも可能です。メールアドレス: 
ladot.titlevi@lacity.org / 電話番号: 213-928-9769 (タイトル VI 窓口)

その後、 LADOT から申立てに関する書面通知があります。LADOT は徹底的調査

に努め、60 日以内に申立て受理の旨を告訴人宛に書面で通知します。

LADOT にて行うタイトル VI、苦情処理手続きに加え、告訴人はタイトル VI の苦

情申立てを Federal Transit Administration (連邦大量交通管理局)に申請する

こともできます。連絡先：Federal Transit Administration, Office of Civil Rights, 
Region IX, 201 Mission Street, Suite 1650, San Francisco, CA 94105-1839。 






